
長男の持病等の事情を踏まえても、配転命令につき通常甘受すべき程度を著しく超える不利益は認められず、配転拒否を理由とする懲戒解雇は有効
（NECソリューションイノベータ事件　大阪地裁　令3.11.29判決）
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（労務行政研究所）

●出向先に転籍したいと申し出た在籍出向中の社員を転籍させる場合の留意点
●休日労働後の年休申請を認めず、代休を取得させることは可能か
●業務上義務づけている資格取得の費用補助に条件を設けることは問題か
●部下から性自認に関する相談を受けた上司が、悪意なくアウティングしてしまった場合、どう対応すべきか
●化粧をする男性社員に指導することはハラスメントに当たるか
●退職予定の社員に対し、過重な業務や他部署の業務支援を上司が命じることはパワハラとなるか
●懲戒処分歴があることを理由に定年後再雇用しないことは可能か
●過半数労働組合を脱退し別組合を結成した社員を、ユニオン・ショップ協定に基づき解雇できるか
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